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昭和６３年自治医科大学卒業後、出身県の島根県立中
央病院で２年間の臨床研修、島根県組合立隠岐病院内
科医長（隠岐島後）を経て、平成４年同県都万村国保診
療所長（隠岐島後）。その後、島根県立中央病院地域医
療科医長、島根県成人病予防センタ－医長などを歴任
し、再度平成９年より都万村国保診療所長、都万村保
健医療福祉総合センター所長。平成１３年４月より岡山
県哲西町役場保健医療担当理事、また同年１１月より
哲西町診療所長を兼ねる。

佐藤 勝 医師 のプロフィール



人 口 約３，３００人

世 帯 数 １，０８３世帯

面 積 ７６．２９㎢

高 齢 化 率 ３６％

独 居 老 人 １７５人

哲 西 町（てっせい） 国指定天然記念物 鯉が窪湿原

哲西町は吉備高原の西部、中国山地の南部に位置し、高原と山林で占められている。中東
部には「西の尾瀬」と呼ばれる国指定天然記念物「鯉が窪湿原」がある。平成１７年３月、新見
市、大佐市、新郷町、哲多町、哲西町が合併し、「新見市」となった。



国指定天然記念物 鯉が窪湿原

鯉が窪の面積は約２．７ha。湿原はこの池の上流に広がり、１周すれば２．４ｋｍある。こ
の湿原には、満朝系の残留植物をはじめ、日中共通植物や寒地植物、日本固有植物等、
約３００種類を超える植物が自生している。オグラセンノウ、ビッチュウフウロ、ミコシギク
など貴重な植物が多数生育し、これは、標高５５０ｍの中層地にある湿原としては極めて
珍しく、「鯉が窪湿原性植物群落」として昭和５４年国の天然記念物に指定された。



平成の丘グランドゴルフ場
老人憩いの家
ビリヤード場

ケアハウス

特別養護老人ホーム
ショートステイ

在宅介護支援

センターホームヘルプステーション

デイサービスセンター

高齢者生活福祉セ
ンター

平成３年から平成７年にかけて、町内がほぼ一望できる高台（平成の丘）に総合福祉
施設を新設し、在宅福祉と施設福祉が一元的に整備された。



平成９年に町民意識調査を実施。「良くなった」との回答が高齢者福祉は高かったが、保健医療では低く、
「今後力を入れるべき」がその７倍にのぼり、３５項目中１位であった。町民は、福祉は充実したが、保健医
療の充実を切望している実態が明らかになった。



町内での、病気などの治療は４．６％と非常に少なかった。



「必要な施設」では診療所が最も多く、３分の２の人が希望した。町内の医師が高齢でほとん
どの患者が町外に流出する中、町内で受診できる診療所新設の要望が強いことが伺えた。



哲西町民総合センター
「きらめき広場・哲西」

・役場本庁

・内科診療所

・歯科診療所

・保健福祉センター

・生涯学習センター

・図書館

・文化ホール

町民医療センターに、医療を中心とした行政、教育、文化、保健、福祉等を集積し、

町の核となる構想が示された。

その矢先、町内唯一の内科医院、歯科医院が相次いで閉院となり、全国でも珍しい

無医町となり、町民の声が更に大きくなった。



きらめき広場 哲西

「きらめき広場 哲西」は平成１３年に竣工し、１年２ヶ月続いた無医町も解消された。当センターは
円のような構造で、職員、町民がお互いに行き来しやすい構造となっている。全国でも全く新しい
タイプの複合施設であり、診療所が役場の中に設置されることも珍しい。医師が町長、教育長と同
居することで、「町の方向性」について、随時、的確に提言でき、最重要政策である地域包括医療
の実践へとつながった。







電子内視鏡



CO健康・体力診断システム

センターの中央入口正面には、無人健康診断器や健康器具が設置されている。



歯科診療所



機能訓練室・プレイルーム



栄養改善室



図書館



文化ホール



議 場



構内ポケット呼び出しシステムを導入し、診療の待ち時間を利用して、読書や趣味に有
意義に時間を使える。診療所に来た高齢者が図書館で子供と触れ合うことも出来る。



哲西町独居老人対策

・緊急通報システム拡充

・保健師増員で状況把握・訪問強化

・ホームヘルパーによる軽度生活支援・安否確認

・民生委員による訪問

・給食サービスにおける安否確認

・地区老人会の活動強化

・各地区ミニデイサービスの拡充

元気な独居老人が亡くなって数日後に発見されたことを教訓に、上記のような対策が町の
施策に反映できた。これも医師と町長とが施設内に同居し、話がスムーズに出来たからで
ある。

独居老人１７５人（H14.5.1現在）



診療所での診察風景（一番右側が佐藤勝医師）



複合型施設建設後の新規事業
～保健医療福祉の連携強化、

そして教育・文化・産業などとも連携を～

・基幹型在宅介護支援センター設置

・保健師３名へ増員、管理栄養士採用

・健康づくり推進協議会の実働化

・地域ケア会議のメンバー構成拡大化

・保健医療福祉関係者研修会

・子どもの健康づくりネットワーク事業

・各地区基本健診結果説明会への医師の参画

・健康福祉まつりの幅広い参画

町では、ハード事業がほぼ終了し、健康づくり等のソフト事業に大きく事業転換した。



地域ケア会議

ケア会議は月１回、個々のケースの検討を行い、今後の方針を話し合っている。場合によっては、制度
新設や変更を提言する等、施策にも反映している。医師、歯科医師も参加し、毎日訪問するヘルパー
の情報を十分生かしている。



・かかりつけ医（町内唯一の医療機関） －あらゆる科の一次医療

いつでもどこでも相談にのれる医療

・適切な診断－高度医療機器（ヘリカルＣＴ、電子内視鏡＜胃・大腸＞、骨密度測定装置、
カラードプラー付超音波装置、無散瞳式眼底カメラ等）を 駆使

・病診連携－他入院時、退院時、紹介状等で紹介先医療機関との適切な情報伝達

⇒ しっかりした適切な医療の展開

・予防医学－保健啓発活動、健康教育、早期発見、町の健診（検診）のアフターケア

・出前医療－訪問診療、往診、訪問看護、在宅終末期医療等

⇒保健・福祉との連携強化、更に教育・文化・産業等とも連携

哲西町診療所の運営方針

－「日常診療だけの診療所」というイメージをくつがえす－

地域包括ケアの中核－住民の健全な生活を支える



哲西町健康づくり推進協議会

議会議員
町内医師
町内歯科医師
小中学校長
特別養護老人ホーム哲西荘長
社会福祉協議会事務局長
保健所長
民生委員の代表
栄養改善協議会長
愛育委員代表
婦人協議会長
主任児童委員
老人クラブ連合会長
PTA会長代表

ボランティア協議会長
教育委員会事務局長
商工会経営指導員
幼児学園長
体育協会

委員２０名

健康づくり推進協議会では、各世代における健康づくりの意見を聞き施策に反映している。



小中学校、ＰＴＡが協力し、県内では珍しい小中学生
の血液検査を実施し、生活習慣を見直す子供健康づ
くりネットワーク事業も開始した



基本健診の各地区結果説明会

基本健診の各地区結果説明に医師も参画し、保健活動を強化している。また、健診データーは
必ず主治医に知らせ、日常診療に役立ててもらっている。診療所から依頼し、管理栄養士による
食事指導も開始した。



特障手当の受給者が６人から１５人に増加し、同地区の他市町より多くなるなど、連携強化の

効果が表れはじめている。



哲西町では、住民の最も切望していた診療所を行政の中心に置き、生活基盤である「医療」に力を入れ、更に保
健福祉センターや教育行政も同一施設内に設置した。従来は連携をとることが難しかったスタッフが繋がりをもち、
その上を住民が自由に往来できることにより、身近できめ細かい総合的サービスを提供することが可能となった。



１ 「保健医療福祉の充実と一体化」は、健康福祉の分野で一定の効果を
を発揮しているが、さらに教育への好影響、地域活性化等の効果も期待
できる。地域包括医療イコール保健医療福祉の一体化とされていたが、
今後の地域包括医療は、地道な医療活動からはじまり、保健福祉を巻き
込むことはもちろん、教育、文化、産業等あらゆる分野に影響を与え、ま
た連携することにより町づくりを大きく変化させていく。まさに 「医療」が町
を大きく変える。

２ この効果は自治体経営の観点からも重要で、より付加価値の高いサー
ビス提供が人口流出を防ぐ等地域間競争での大きなアドバンテージとな
り得る。

３ 「保健医療福祉の充実と一体化」は今後の町づくりを考える上で欠か
すことのできない課題である。

ま と めま と め


